
広報白河　2012.２.15（H24）

　
市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ

る
建
物
被
害
の
程
度
に
応
じ
、
平

成
23
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
減

免
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
建
物
被
害
認
定
調
査
の
判
定
が

「
半
壊
」
以
上
の
方
に
は
、
減
免

申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
ま

だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
３

月
30
日
㈮
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問
本
庁
舎
課
税
課　
内
２
１
３
０

　
県
で
は
、
福
島
県
弁
護
士
会
と

連
携
し
、
弁
護
士
に
よ
る
巡
回
の

法
律
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

⃝
日
時
　
２
月
17
日
㈮
・
23
日
㈭

３
月
１
日
㈭
・
８
日
㈭
・
15
日
㈭

22
日
㈭
／
午
後
１
時
30
分
～
３
時

30
分
（
要
予
約
）

⃝
会
場
　
白
河
商
工
会
議
所
会
議

室
（
道
場
小
路
）

⃝
対
象
　
原
発
事
故
に
伴
い
損
害

を
受
け
て
い
る
個
人
ま
た
は
事
業

者
が
対
象
で
、
一
相
談
あ
た
り
30

分
程
度
（
無
料
）

3

⃝
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

問
福
島
県
原
子
力
賠
償
支
援
課
問

い
合
わ
せ
窓
口
☎
０
２
４
︲
５
２

３
︲
１
５
０
１

　
自
動
車
の
登
録
・
検
査
手
続
き

は
、
毎
年
３
月
に
集
中
し
、
窓
口

や
車
検
場
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

　
名
義
変
更
や
住
所
変
更
、
廃
車
、

車
検
な
ど
の
手
続
き
は
２
月
中
に

行
う
な
ど
、
で
き
る
だ
け
早
め
に

済
ま
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願

い
し
ま
す
。

問
東
北
運
輸
局
福
島
運
輸
支
局
・

登
録
関
係
☎
０
５
０
︲
５
５
４
０

︲
２
０
１
５
　
検
査
関
係
☎
０
２

４
︲
５
４
６
︲
０
３
４
２

　
「
よ
ろ
ず
の
こ
と
に
気
を
つ
け

よ
」
で
第
57
回
江
戸
川
乱
歩
賞

を
受
賞
し
た
本
市
出
身
の
作
家
、

川か
わ
せ瀬
七な

な
お緒
さ
ん
を
迎
え
、
小
説
の

舞
台
と
な
っ
た
白
河
に
つ
い
て
や

創
作
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な

ど
を
お
話
し
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

⃝
日
時　
３
月
18
日
㈰
／
午
後
１

時
開
演

⃝
会
場　
市
立
図
書
館
地
域
交
流

会
議
室
（
道
場
小
路
）

⃝
内
容　
▽
講
演
　
「
ミ
ス
テ
リ

ー
と
白
河
」　
▽
そ
の
他
　
ト
ー

ク
イ
ベ
ン
ト
、
サ
イ
ン
会

⃝
定
員　
２
０
０
人

⃝
入
場
料　
無
料　
※
入
場
に
は

整
理
券
が
必
要
で
す
。
整
理
券
は

３
月
１
日
㈭
か
ら
市
立
図
書
館
、

表
郷
図
書
館
、
大
信
図
書
館
、
東

図
書
館
で
配
布
し
ま
す
（
先
着
順

で
ひ
と
り
２
枚
ま
で
）
。
市
立
図

書
館
の
み
休
館
日
で
も
、
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
会
議
室
受

付
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

問
市
立
図
書
館
☎
㉓
３
２
５
０
／

表
郷
図
書
館
☎
㉜
４
７
８
４
／
大

信
図
書
館
☎
㊻
３
６
１
４
／
東
図

書
館
☎
㉞
１
１
３
０

　
東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
た

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
被
保
険
者
の
方
が
、
医

療
機
関
等
に
支
払
う
「
一
部
負
担

金
」
の
免
除
期
間
が
、
９
月
30
日

㈰
ま
で
延
長
に
な
り
ま
す
。

　
現
在
、
交
付
さ
れ
て
い
る
免
除

証
明
書
の
有
効
期
限
は
、
２
月
29

日
㈬
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

３
月
以
降
も
引
き
続
き
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
入
院
時
食
事
療
養
費
等

の
標
準
負
担
額
の
免
除
期
間
は
、

２
月
29
日
㈬
ま
で
で
す
。

問
本
庁
舎
国
保
年
金
課　
内
２
１

７
２

　
福
島
地
方
法
務
局
郡
山
支
局
は

４
月
16
日
㈪
か
ら
次
の
所
在
地
へ

移
転
し
ま
す
。

⃝
移
転
先　
郡
山
市
希
望
ヶ
丘
31

番
26
号

問
福
島
地
方
法
務
局
総
務
課
☎
０

２
４
︲
５
３
４
︲
１
１
１
１

　
市
で
は
、
市
内
の
公
園
（
都
市

公
園
、
開
発
公
園
、
農
村
公
園
、

児
童
公
園
）
の
放
射
線
量
を
、
毎

週
１
回
測
定
し
て
い
ま
す
。

　
測
定
し
た
結
果
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
お
よ
び
各
公
園
内
に
設
置

し
た
看
板
で
、
随
時
公
表
し
て
い

ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
本
庁
舎
都
市
計
画
課　
内
２
２

８
６

必ずチェック最低賃金！　使用者も労働者も

  

最 低 賃 金 件 名 最低賃金（円）
１時間 効力発生年月日

福島県最低賃金
（下記の５産業を除く全産業） 658円 平成23年11月２日

産
業
別
最
低
賃
金

非鉄金属製造業 770円 平成24年１月19日

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

724円 平成24年１月19日

輸送用機械器具製造業 758円 平成23年12月16日
計量器・測定器・分析機器
・試験機・測量機械器具・
理化学機械器具、時計・同
部品、眼鏡製造業

757円 平成23年12月18日

自動車小売業 754円 平成23年12月15日

　常用・臨時・パート・アルバイトなどの名称にかか
わらず、県内の事業場で働く全ての労働者に適用され
ます。
　　　　　　   問福島労働局賃金室☎024-536-4604

※産業別最低賃金の一部に適用除外業種や業務があります。

原
子
力
損
害
賠
償
に

係
る
巡
回
法
律
相
談

東
日
本
大
震
災
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
免

川
瀬
七
緒
さ
ん
講
演
会

公
園
の
放
射
線
量

自
動
車
の
登
録
・
検

査
の
手
続
き

医
療
費
の
一
部
負
担

金
免
除
期
間
の
延
長

福
島
地
方
法
務
局
郡
山

支
局
の
移
転


